
報告事項 オ

「相談窓口カード」の配付について

「相談窓口カード」の配付について、別紙の通り報告します。

平成２４年１１月２０日

鳥取県教育委員会教育長 横 濵 純 一



「相談窓口カード」の配付について

平成２４年１１月２０日

教 育 セ ン タ ー

１ 目的

いじめられている子どもも、いじめを発見した子どもも相談しやすいように「いじめ相談専用

メール」を新設し、９月１８日（火）から運用を開始している。このたび、以前から運用してい

る相談電話「いじめ１１０番」や他機関の相談窓口も含めた「相談窓口カード」を作成・配付す

ることで、相談窓口の周知を図り、いじめを早期に発見し適切な対応につなげる。

２ 配付先等

（１）作成部数 １００，０００枚

（２）配付時期 平成２４年１１月中旬

（３）配 付 先 県内全ての児童生徒及び市町村（学校組合）教育委員会等の関係機関

３ 「相談窓口カード」について 【イメージ】

（１）規格 横折り名刺大４ページ

（２）内容

○（新設）「いじめ相談専用メール」 ijime@kyoiku-c.torikyo.ed.jp
○「いじめ１１０番」 ０８５７－２８－８７１８（はないっぱい）

【表面・裏面】 【内面】


